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進め方
【本日お願いしたいこと】
・第6次総合計画の点検をお願いします。
・令和7年度まで点検を行い、令和8年度から「後期計画の策定」を進めていく予定です。
・今回で「修正内容」まで決める必要はなく、再検討が必要な箇所の洗い出しとお考え下さい。
・今日取り上げるのは、P.62-71「施策9~施策13」です。

【専門部会と市民・有識部会の役割分担について】
＜市民・有識部会＞
・尼崎での生活や活動を通じて感じることを基に、計画が実感に合うか等を確認
・感覚や経験に基づいて、感覚とのズレ・記載がない新たなニーズ等にコメントをいただく

＜専門部会＞
・それぞれのご専門の分野の観点から、計画の内容が適切か等を確認
・アップデートや追記・修正が必要と思われる個所にコメントをいただく
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お願いしたいこと
【いただきたいコメント】
「現状と課題」にある項目について、
・最近の社会背景、社会の動向
・新たな課題やトピック
・記載内容に必要なアップデート
・課題解決における注意点・・・
などの視点からコメントやご意見をお願いいたします。

【個別事業への問いついて】
・市の課題に対する取組や取組の進捗状況
・個別の事業の実施状況・・・ については、
各論の議論となるため、今回の点検の対象外とさせていただきます。
詳細の記載内容については、令和8年度の策定段階で審議いただきます。

【事務局からの情報提供】
・現総合計画策定後、国の法改正、審議会等で近年議論されている内容
・骨太の方針など、国の取組の方向性を示したもの ・・・など
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施策の点検方法について

1.現状と課題
策定時点の本市の現状と課題について記載

しています。

①事務局説明
まず事務局から、現状と課題の項目につい

て簡単に説明します。必要に応じて、近年の
国の動向や法改正、国での議論等、直近の話

題等があればご説明します。

②いただきたいコメント
「現状と課題」にある項目について、

・最近の社会背景、社会の動向

・新たな課題やトピック

・記載内容に必要なアップデート
・課題解決における注意点・・・など

2.施策の展開方向／3.代表指標
施策の展開方向については、今後、内部で

施策の分類や方向性、評価手法等を検討させ

ていただき、令和８年度の後期計画策定段階
で、ご審議いただければと考えています。

指標の設定や評価手法については現在検討
中です。また別途ご審議いただきますが、現

時点でご意見やコメントがあればお願いしま
す。

※ 展開方向や指標は今後変更の可能性がある

ため、別途審議させていただきます。



本日の点検内容

１．施策09~施策13 （P.62〜P.71）

２．その他

３．閉会
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本日の点検内容（タイムテーブル）

１．開会 18:30-18:35
２．施策09 18:35-18:55 （20分）※１施策 20分

施策10 18:55-19:15 （20分）
施策11 19:15-19:35 （20分）
施策12 19:35-19:55 （20分）
施策13 19:55-20:15 （20分）

３．その他 20:15-20:30 （15分）
４．閉会 20:30 終了
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施策09〜13
（P.62~P.71）
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施策９（20分）

【現状】

① 刑法犯認知件数の激減

② 戦略的な防犯対策の実施

③ 暴力団排除活動の推進

④ 消費生活相談の多様化

⑤ 交通人身事故認知件数の減少

⑥ 自転車の都市課題を都市魅力に

【課題】

① 戦略的な防犯対策の継続

② 時代の変化に応じた消費者トラブルの対応

③ 超高齢社会などに対応した交通安全対策

④ 新たなモビリティへの安全対策

⑤ 自転車を魅力に変える取組の具体化

⑥ ルール遵守やマナー向上の取組の拡大

【課題の内容】

・犯罪発生状況に応じた防犯対策の継続 ・多様化する消費者トラブルへの対応

・高齢者等への交通安全啓発 ・ルール・マナーの取組による魅力向上

【最近の社会課題等】

① 刑法犯認知件数の全国的な増加（2024・警視庁犯罪統計） コロナ禍以降の社会活動

の再開・人流回復／SNSを利用した詐欺／街頭犯罪の増加など

② 自転車のヘルメット努力義務化／ながらスマホ／酒気帯び運転に対する罰則強化、

青切符制度の導入（2023・2024・道路交通法）／自転車ネットワークの整備、シェア

サイクルの普及（2021・国交省）／高齢運転者等の「運転技能検査」制度の導入

（2020・国交省）

③ 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」（2025・内閣官房）SNS型投資詐欺やロマ

ンス詐欺などの多様化する手口／デジタルリテラシーの向上／「闇バイト」型犯罪加

担への対策／オンラインカジノの取締り推進 8



施策１０（20分）

【現状】

① 災害状況（火災・救助・救急）の

変化

② 消防体制を取り巻く社会情勢の変化

③ 市の防災体制における基盤づくり

④ 要配慮者（災害時要援護者）支援の

推進

【課題】

① 社会情勢に柔軟に対応できる消防体制の構築

② 火災予防の取組の推進

③ 消防力維持・向上のための人材育成

④ 大規模災害など危機事象への継続した備え

⑤ 災害情報などの確実な伝達

⑥ 要配慮者（災害時要援護者）の避難支援

【課題の内容】

・高齢化に伴う救急件数の増加、救急車の適正利用の啓発 ・要配慮者の避難支援体制づくり

・危機事象への継続した備え、多層的な情報伝達

【最近の社会課題等】

① 高齢化の進展に伴う救急件数の全国的な増加傾向（2023・消防庁）／救急安心セン

ター事業（＃7119）の全国展開（2021・消防庁）

② 令和6年能登半島地震の教訓を踏まえた災害対策基本法等の改正（2025・内閣府）／

「場所（避難所）の支援」から「人（避難者等）の支援」への転換／在宅避難者・車

中泊避難者への支援／ボランティア団体の登録制度の創設／「福祉サービス」の災害

関係法令への位置づけ／防災DXの推進／受援計画の実効性の確保／

防災庁の設置（2025・骨太）

③ 個別避難計画作成の努力義務化（2021・内閣府）モデル事業の実施／「個別避難計画

推進全国協議会」の設置による機運醸成（2025・内閣府） 9
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施策１１（20分）
【現状】

① 新型コロナウイルスによる経済への打撃

② 減少傾向にある市内事業所数

③ 電子地域通貨「あま咲きコイン」の導入

④ 認定農業者制度の取組

⑤ インターンシップなどを通じた人材育成支援

⑥ 観光のまちづくり

【課題】

① イノベーション促進に向けた環境づくりの強化

② 製造業などの支援

③ 市内での事業継続の支援

④ 「あま咲きコイン」の効果的な活用

⑤ 営農支援

⑥ 職住近接を生かしたきめ細やかな雇用就労支援

⑦ 市内産業としての観光の育成

【課題の内容】

・イノベーションの促進、市内産業の競争力強化 ・職住近接を生かした雇用就労支援

・地域経済の活性化や循環の促進 ・観光振興と都市魅力向上

【最近の社会課題等】

① 産業競争力強化法の改正（2024・経産省）→イノベーションの創出や新技術・事業の成長を

後押し／ シェアリングエコノミーの推進（2024・骨太）

② 女性版骨太の方針(2024・内閣府)女性活躍の推進/女性の登用/柔軟な働き方/スキル習得

③ 高年齢者雇用安定法・障害者雇用促進法の改正（2020・2024・厚労省）

④ 入管法の改正（2024・法務省）外国人雇用制度の目的「短期的な労働力確保」から「人材育成

と長期定着」へとシフト（「技能実習」制度の廃止と「育成就労」制度の新設）

⑤ リ・スキリングの推進（2022～・骨太）→DX推進や労働力人口の減少を受け、新しい職業や業

務への対応力として、リ・スキリング（学び直し）の環境整備・支援

⑥ 持続可能な観光地域づくり・インバウンド回復戦略（2023・観光庁）
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施策１２（20分）
【現状】

① 脱炭素社会に向けた「気候非常事態行動宣言」

② 環境学習・啓発の取組

③ 循環型社会をめざし「一般廃棄物処理基本計画」

を策定

④ 大気汚染など環境問題への取組

⑤ 自然や生き物の大切さについての啓発

【課題】

① 脱炭素社会の実現に向けた取組の推進

② 循環型社会の実現に向けた取組の推進

③ 環境学習・啓発を行動変容につなげるために

④ 新たな公害を発生させないために

⑤ 生物多様性の保全・創出に向けて

【最近の社会課題等】

① 地球温暖化対策計画・ＧＸ2040ビジョン(2025/環境省)2050年のネット・ゼロに向け、

温室効果ガス削減の中間目標設定／ＧＸ(グリーントランスフォーメーション)の推進

② 循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行・国家戦略として位置づけ（2024・環

境省）→気候変動や生物多様性保全といった環境面の課題に合わせて、産業競争力

強化・地方創生・質の高い暮らしの実現といった社会課題にも貢献／エシカル消費の

普及啓発／食品ロスの削減

③ 生物多様性基本法の改正（2023・環境省）→自然と共生する社会の実現を目指す

④ 「デコ活」の推進（2023・環境省）脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民

運動 →官民連携による行動変容・ライフスタイル転換

【課題の内容】

・脱炭素・循環型社会の実現に向けた取組 ・生物多様性の保全・創出と理解促進

・環境学習・啓発による行動変容



施策１３（20分）
【現状】

① さまざまな地域特性と土地利用の変化

② 計画体系の見直し

③ 都市景観の向上

④ 密集市街地の改善

⑤ 高い交通利便性

⑥ 都市基盤の老朽化への対応

【課題】

① 地域の特性を生かしたまちづくり・まち育て

② 地域や社会状況に応じた都市景観と緑化

③ 魅力的な住環境に向けた空き家、密集市街地の対策

④ 戦略的な交通政策

⑤ 都市基盤整備における社会的課題への対応

【課題の内容】

・多様な主体と連携したまちづくり、エリアブランディングの推進 ・良好な都市環境の整備

・魅力的な住環境の形成・空き家対策、戦略的な交通戦略

【最近の社会課題等】

① 都市再生特別措置法の改正（2020・2024・国交省）／都市のスポンジ化対策／「居心

地が良く歩きたくなる」空間づくり（ウォーカブルな都市空間）を促進／エリア

ごとの特色を生かした都市魅力の向上／官民連携によるまちづくりの推進

② 建築物省エネ法の改正（2025・国交省）省エネ基準の適合を義務化

③ 都市緑地法の改正（2024・国交省）都市緑地の「量」と「質」の確保／気候変動対策

や生物多様性の確保、幸福度（Well-being）向上／まちづくりGXの推進

④ 地域交通のリ・デザイン（2025・骨太）交通空白／担い手不足／シェアサイクル、

ライドシェアの普及

⑤ インフラ老朽化対策（2025・骨太）優先順位をつけた対策の推進
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その他（15分）

【施策体系についての課題】
課題① 福祉分野の施策体系について

現状、福祉分野の施策は（施策５ 地域福祉・施策６ 障害者支援・
施策７ 高齢者支援）と３つの施策にわたっている

課題② 「動物愛護」の位置づけについて
現状、「施策８ 健康支援」に公衆衛生の視点で位置付けられている

（一方、多頭飼育問題、有害鳥獣対策、生物多様性などの視点も）

課題③ 「自転車施策」の位置づけについて
現状、「施策９ 生活安全」に交通安全・マナーの視点で位置付けられ
ているが、「施策13 都市機能・住環境」の交通政策の一手段と
捉えることもできる

→施策体系を見直すべきかどうか 13



以 上
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